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燃費向上には…

兵庫県自動車整備振興会 南あわじブロック

お知らせ

皆さんが気になる『燃費』について
もちろん自動車の基本性能は大事ですが、お使いのお車の燃費

向上は可能です。正しい整備、点検で燃費は向上します。

その秘密は、黄色い看板のお店へ！！

大
会
結
果

○
関
係
分
の
み
掲
載

◆
農
林
水
産
物
等
コ
ン
ク
ー
ル

　
　
　
　
（
１
月
15
日
、
伊
弉
諾
神
宮
）

【
野
菜
立
毛
の
部
】▽
金
賞
知
事
賞
＝
伊
吹

と
し
子（
松
帆
）▽
金
賞
議
長
賞
＝
藤
川

俊
次（
市
）▽
銅
賞
＝
長
尾
泰（
広
田
）

【
乳
質
改
善
の
部
】▽
金
賞
知
事
賞
＝
川

井
健
次（
湊
）▽
銀
賞
＝
沖
田
嘉
秀（
賀

集
）▽
銅
賞
＝
碇
佳
宏（
榎
列
）、木
田
有

（
北
阿
万
）、杉
本
勝
司（
倭
文
）、谷
田
収

作（
志
知
）

【
和
牛
繁
殖
経
営
の
部
】▽
金
賞
議
長
賞
＝

萩
原
正
𠘑（
賀
集
）▽
銅
賞
＝
奥
野
忠（
広

田
）、河
渕
博
文（
倭
文
）

【
水
産
加
工
品（
の
り
）の
部
】▽
銅
賞
＝
三

共
水
産（
湊
漁
協
）

★
大
会
結
果
は
、情
報
課
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。☎
43
・
５
０
０
３
F 

43
・
５
１
０
３
、市
大
会
規
模
以
上

はりとお灸の治療院
至湊

至徳島 至神戸

サンライズ淡路

広田

広田八幡神社前

神戸淡路鳴門自動車道

国道28号線

県道125号

緑ＰＡ

こうおつ鍼灸院こうおつ鍼灸院

受付時間 日 月 火 水 木 金 土

10：00～12：00 ○ ○ ○ ○ ／
往
診

○

15：00～19：30 ○ ○ ○ ／ ／ ○ 【アクセス】広田八幡神社前から
西へ1.5㎞  長田線沿い

　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
案
の
意
見
募
集

　

市
で
は
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
（
都
市
計
画
に
関
す
る

基
本
的
な
方
針
）
の
策
定
を
進

め
て
お
り
、
こ
の
た
び
素
案
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の

計
画
案
に
対
す
る
皆
さ
ま
の
ご

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間　

２
月
８
日
（
火
）

　

〜
28
日
（
月
）

提
出
方
法　

住
所
、氏
名
、電

話
番
号
、意
見
の
内
容
を
記

入
し
た
書
面
を
、都
市
計
画

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

※
計
画
案
は
都
市
計
画
課
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可

問
都
市
計
画
課
☎
37
・
３
０
１
６

　

小
規
模
工
事
契
約
希
望
事
業
者
の
登
録

　

平
成
23
・
24
年
度
の
小
規
模

な
修
繕
工
事
（
30
万
円
以
内
）

の
契
約
希
望
事
業
者
を
募
集
し

ま
す
。

登
録
資
格（
❶
〜
❸
全
て
満
た
す
）

❶
市
内
に
本
社
ま
た
は
住
所
の

あ
る
法
人
ま
た
は
個
人

❷
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を

提
出
し
て
い
な
い

❸
市
税
の
滞
納
が
な
い

受
付
期
間　

２
月
14
日（
月
）

〜
３
月
４
日（
金
）

※
申
込
方
法
・
申
請
書
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

ま
た
、申
請
書
は
総
合
窓
口
セ

ン
タ
ー
で
も
配
布
し
ま
す

提
出
先　

継
続
申
請
＝
総
合
窓

口
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
管
財
課
。

新
規
・
変
更
申
請
＝
管
財
課

問
管
財
課
☎
50
・
３
０
３
４

　

善
光
寺
橋
の
通
行
規
制

　

善
光
寺
橋
橋
梁
補
修
工
事
に

伴
い
片
側
通
行
と
な
り
ま
す
。

規
制
期
間　

２
月
20
日
（
日
）

〜
３
月
20
日
（
日
）

規
制
場
所　

善
光
寺
橋（
市
善

光
寺
）

問
建
設
課
☎
37
・
３
０
１
５

三原川

Ｎ

　 　

市
で
は
障
害
の
あ
る
人
や
生

活
弱
者
の
人
に
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
基
本
使
用
料
の
全
額
ま
た
は

半
額
を
免
除
す
る「
減
免
制
度
」

を
設
け
て
い
ま
す
。
減
免
対
象

と
な
る
世
帯
の
人
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。（
す
で
に
減
免
を

受
け
て
い
る
世
帯
も
、
再
申
請

が
必
要
で
す
。
再
申
請
が
お
済

み
で
な
い
人
は
、
手
続
き
を
お

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
基
本
使
用
料
の
減
免
制
度

願
い
し
ま
す
）

受
付
期
間　
２
月
28
日（
月
）ま
で 

受
付
場
所　

さ
ん
さ
ん
ネ
ッ

ト
、
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
、

連
絡
所
な
ど

※
書
類
の
郵
送
を
ご
希
望
の
人

は
、
さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
さ
ん
さ
ん
ネ
ッ
ト

　

☎
43
・
２
３
４
５

全額減免の世帯 半額減免の世帯

❶生活保護世帯
❶身障手帳１～６級
の視覚・聴覚障害者
が世帯主の世帯

❷住民税が非課税（世
帯全員）で身障手帳１～
２級の人がいる世帯

❷身障手帳１～２級
の身体障害者が世帯
主の世帯

❸住民税が非課税（世
帯全員）で重度の知的
障害者のいる世帯

❸重度の知的障害者
が世帯主の世帯

❹満70歳以上（昭和
16年３月２日以前生ま
れ）の一人暮らしで住
民税が非課税の世帯

❹戦傷病者手帳が特
別項症～第１款症まで
の人が世帯主の世帯

※年齢などの基準は平成23年３月１日現在の加
入者の状況で判断します

※市内に住居を有する世帯

減免を受ける基準

　 ４月～ 翌年３月分

　

退
職
者
医
療
制
度

　

長
年
勤
め
た
会
社
を
退
職

し
、年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

と
そ
の
扶
養
家
族
は
、65
歳
ま

で
の
間
、国
保
に
加
入
し
て
退

険
な
ど
か
ら
の
拠
出
金
で
賄
わ

れ
て
い
ま
す
。該
当
す
る
人
は
、

届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
者
（
❶
〜
❸
全
て
満
た
す
）

　

退
職
者
本
人
と
、
そ
の
扶
養

者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

❶
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

❷
65
歳
未
満
の
人

❸
厚
生
年
金
、
各
種
共
済
年
金

な
ど
を
受
給
し
て
い
る
人

で
、
加
入
期
間
が
20
年
以
上

ま
た
は
40
歳
以
上
の
加
入

期
間
が
10
年
以
上
の
人

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３

【
暮
ら
し
の
ア
イ
デ
ア
展
の
部
】

▽
金
賞
知
事
賞
＝
鈴
木
千
恵
子（
阿

万
）▽
銅
賞
＝
阿
部
久
美
子（
阿
万
）、阿

部
圭
子（
阿
万
）、山
本
美
幸（
松
帆
）

　

敬
老
祝
金
・
障
害
者
見
舞
金
の
有
効
期
限

有
効
期
限

　
　
　

  　

２
月
25
日（
金
）

　

敬
老
祝
金
・
障
害
者
見
舞
金

と
し
て
支
給
し
た
「
ふ
れ
あ
い

振
興
商
品
券
」
の
有
効
期
限
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
２

　

長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
購
入
助
成

　

市
で
は
、重
度
の
障
害
を
も
つ

人
や
所
得
税
非
課
税
世
帯
の
高

齢
者
に
対
し
、購
入
前
に
申
請
す

れ
ば
火
災
警
報
器
の
購
入
助
成

を
受
け
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
１
世
帯
に
２
台
ま
で

対
象
者　

❶
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の

世
帯

❷
在
宅
の
身
体
障
害
者
手
帳
２

級
以
上
、
ま
た
は
療
育
手
帳

Ａ
判
定
を
持
つ
障
害
者
の

み
の
世
帯
、
も
し
く
は
こ
れ

に
準
ず
る
世
帯

負
担
額　

❶
所
得
税
非
課
税
世
帯
＝
負
担

な
し

❷
住
民
税
非
課
税
世
帯
＝
負
担

な
し
。
課
税
世
帯
＝
１
割
負

担
（
所
得
割
額
46
万
円
以
上
は
支

給
対
象
外
）

申
請
先　

総
合
窓
口
セ
ン
タ

ー
、
福
祉
課
、
長
寿
福
祉
課

※
詳
し
い
申
請
方
法
＝
❶
は

長
寿
福
祉
課
へ
、
❷
は
福

祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

　

福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
２

職
者
医
療
制
度
で

医
療
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

同
制
度
は
、保
険

税
や
病
院
な
ど
で

支
払
う
自
己
負
担

は
同
じ
で
す
が
、

医
療
費
の
一
部
が

現
役
時
代
に
加
入

し
て
い
た
健
康
保

患者負担 会社の健康保険からの拠出
金や自ら払う保険料など

退職者医療制度での医療費

▲住宅用火災警
報器

▲片側通行となるのが
　　　　　部分の道路

　

下
水
道
使
用
料
の
支
払
方
法
の
変
更

　

水
道
料
金
と
下
水
道
使
用
料

の
お
支
払
い
が
統
合
さ
れ
ま
す
。

４
月
以
降
は
合
算
し
て
の
お
支

払
い
と
な
り
ま
す
。

❶
口
座
振
替
を
し
て
い
る
人
＝

水
道
料
金
と
下
水
道
使
用
料
の

合
計
額
を
振
替
え
ま
す
。
内
訳

は
検
針
票
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

❷
水
道
料
金
と
下
水
道
使
用
料

を
別
口
座
か
ら
振
替
し
て
い

る
人
＝
水
道
料
金
の
口
座
か

ら
振
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

❸
口
座
振
替
と
納
付
書
を
併
用
し

て
い
る
人
＝
口
座
振
替
か
納
付
書

払
い
に
統
一
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
❷
❸
の
対
象
者
に
は
別
途
通
知
あ
り

※
詳
細
は
３
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

問
企
業
経
営
課
☎
50
・
３
０
３
６

　 ４月から


